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 資料１  障害福祉関連基本データ 

 

(1) 調布市の人口 

現在は人口が増加傾向で推移している調布市ですが，令和 6 年頃をピークに減少に

転じると推計されています（調布市人口ビジョン）。また，65 歳以上の高齢者人口は

増加傾向で推移していますが，生産年齢人口はすでに減少傾向となっています。 
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(2) 身体障害者手帳所持者数 

毎年増加傾向にあり，令和元年度末は 5,201 人となっています。障害種別は「肢体

不自由」が最も多く，次に「内部障害」が続きます。 

 

 

 

(3) 愛の手帳所持者数 

毎年増加傾向にあり，令和元年度末は 1,344 人となっています。程度別では「4 度

（軽度）」が最も多くなっています。 
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(4) 精神障害者保健福祉手帳所持者数 

毎年増加傾向にあり，令和元年度末は 2,377 人となっています。等級別では「2 級」

が最も多くなっています。 

 

 
 

(5) 自立支援医療（精神通院）認定者数 

近年横ばい傾向にあり，令和元年度末は 3,345 人となっています。 

 

 

  

98 96 101 104 128 142

790 842 947 1,052 1,135 1,233

574 628 694
801

897
1,002

1,462 1,566
1,742

1,957
2,160

2,377

0

500

1000

1500

2000

2500

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移

1級 2級 3級

（人）

調布市事務報告書 年度末



-89- 

 

 

(6) 難病患者医療費等助成申請件数 

毎年増加傾向にあり，令和元年度は 2,785 件となっています。 
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 資料２  計画の検討体制及び経過 

 

(1) 調布市障害者総合計画策定事業実施要領 

令和２年２月１０日  

第１ 目的 

この要領は，調布市が平成 30 年３月に策定した「調布市障害者総合計画」（平成 30 年度から令

和５年度。以下「現計画」という。）の一部改定として行う，調布市における障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）第 88 条第１項に基づく市町村

障害福祉計画及び児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 33 条の 20 第１項に基づく市町村障

害児福祉計画のうち，令和３年度以降の計画（以下「次期計画」という。）の策定について定めるもの

とする。 

第２ 計画期間 

次期計画の期間は，次の各号に定めるところによる。 

(1) 第６期調布市障害福祉計画 令和３年度から令和５年度 

(2) 第２期調布市障害児福祉計画 令和３年度から令和５年度 

第３ 事業内容 

調布市障害者総合計画策定事業（以下「事業」という。）の内容は，次の各号に定めるところによる。 

(1) 調布市障害者総合計画策定委員会（以下｢委員会｣という。）の運営に関すること。 

(2) 当事者意見等の収集・分析に関すること。 

(3) 調布市障害者総合計画書の作成に関すること。 

２ 市長は，前項に掲げる事業の一部を民間の調査研究機関に委託して実施することができる。 

第４ 委員会 

委員会は，現計画の進捗状況，地域における障害者福祉に係るニーズの状況並びに国及び社会の動

向等を踏まえ，次期計画について検討を行い，計画案を作成し，市長に報告する。 

２ 委員会は，次の各号に掲げる者のうちから，市長が推薦する者２１人以内をもって組織する。 

(1) 当事者 ２人 

(2) 市民代表（公募） ２人以内 

(3) 障害者団体代表 ６人以内 

(4) 保健・医療・福祉に関する事業に経験を有する者 ９人以内 

(5) 保健・医療・福祉に関する学識経験者 ２人以内 

３ 市長は，特に必要があると認めたときは，前項各号に掲げる者以外の者を委員会に出席させ，その

意見を聴き，又は資料の提出を求めることができる。 

４ 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

５ 委員長及び副委員長は，委員が互選する。 

６ 委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。 

７ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代理する。 

８ 委員会は，委員長が招集する。 

９ 委員会の庶務は，福祉健康部障害福祉課において処理する。 

第５ 事業実施期間 

  本事業の実施期間は，施行の日から令和３年３月３１日までとする。 

第６ 雑則 

この要領に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

この要領は，決裁の日から施行し，事業実施期間終了をもって廃止する。  
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(2) 調布市障害者総合計画策定委員会 委員名簿（令和２年度） 

                                       （敬称略・順不同） 

  氏 名 所 属 ・ 肩 書 等 分 野 

1 木下
きのした

 大生
だいせい

 武蔵野大学 人間科学部 社会福祉学科 准教授 
学識経験者 

2 青木
あ お き

 裕
ゆ

見
み

 聖路加国際大学大学院 看護学研究科 精神看護学 助教 

3 西田
に し だ

 伸一
しんいち

 
公益社団法人調布市医師会 会長 

（医療社団法人梟社会 西田医院 院長） 

保健・医療・ 

福祉に関する 

事業に経験を 

有する者 

4 岸本
きしもと

 秋
あき

美
み

 調布市民生児童委員協議会 障がい福祉部会 部会長 

5 大澤
おおさわ

 宏
ひろ

章
あき

 
調布市福祉作業所等連絡会 代表 

（特定非営利活動法人羽ばたく会 めじろ作業所 施設長） 

6 朝香
あ さ か

 ちよみ 

調布市福祉作業所等連絡会（児童部会） 

（特定非営利活動法人ふみ月の会 ふみ月チャレンジ染地・ふみ

月チャレンジたま川 施設長） 

7 木内
き う ち

 洋
ひろし

 
社会福祉法人調布市社会福祉協議会 

地域福祉推進課 障がい者支援係長 

8 福田
ふ く だ

 信介
しんすけ

 
社会福祉法人調布市社会福祉事業団 

調布市障害者地域生活・就労支援センターちょうふだぞう 

9 大光
だいこう

 加奈子
か な こ

 
社会福祉法人調布市社会福祉協議会 

こころの健康支援課 福祉人材育成係長 

10 中 林
なかばやし

 俊二
しゅんじ

 
調布地域精神保健福祉ネットワーク連絡会 

（社会福祉法人新樹会 創造農園 副施設長） 

11 伊藤
い と う

 文子
ふ み こ

 医療法人社団桐光会 調布訪問看護ステーション 所長 

12 丸山
まるやま

 麗子
れ い こ

 調布市身体障害者福祉協会 副会長 

障害者団体 

13 秋吉
あ き よ し

 昭
あ き

良
ら

 調布市聴覚障害者協会 副会長 

14 愛沢
あいざわ

 法子
の り こ

 調布市視覚障害者福祉協会 会長 

15 
田中
た な か

 真由美
ま ゆ み

 調布精神障害者家族会かささぎ会         （第１回） 

江頭 由香
ゆ か

 調布精神障害者家族会かささぎ会 会長     （第２回～） 

16 進藤
しんどう

 美
み

左
さ

 特定非営利活動法人調布心身障害児・者親の会 会長 

17 

木村
き む ら

 有希子
ゆ き こ

 
調布市高次脳機能障害者支援機関連絡会（特定非営利活動法人

高次脳機能障がい者活動センター調布ドリーム）  （第１回） 

島田
し ま だ

 勇一
ゆういち

 

調布市高次脳機能障害者支援機関連絡会（特定非営利活動法人

高次脳機能障がい者活動センター調布ドリーム 施設長） 

（第２回～） 

18 内田
う ち だ

 隼人
は や と

 当事者 
当事者 

19 佐藤
さ と う

 雅
まさ

英
ひで

 当事者 

20 浅利
あ さ り

 紀子
の り こ

 市民公募委員 市民代表 

（公募） 21 金子
か ね こ

 伊佐子
い さ こ

 市民公募委員 
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(3) 調布市障害者総合計画策定委員会 審議経過 

 

開催日時 内容 

（第１回委員会） 

令和 2 年 8 月 10 日(木) 

午後 6 時 30 分から 

午後 8 時 30 分まで 

・委員委嘱 

・委員長・副委員長の選出 

・第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画について 

・検討スケジュールについて 

・令和元年度調布市民福祉ニーズ調査結果について 

・障害福祉サービス等の提供実績について 

（第２回委員会） 

令和 2 年 9 月 24 日(木) 

午後 6 時 30 分から 

午後 8 時 30 分まで 

・第１回委員会後の提出意見について（報告） 

・計画の基本理念・基本的考え方について 

・調布市障害者地域自立支援協議会からの意見具申について 

・訪問系サービスについて 

・日中活動系サービスについて 

（第３回委員会） 

令和 2 年 10 月 15 日(木) 

午後 6 時 30 分から 

午後 8 時 30 分まで 

・第２回委員会後の提出意見について（報告） 

・日中活動系サービスについて（第２回の続き） 

・精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムについて 

・居住系サービスについて 

・相談支援（サービス等利用計画など）について 

・調布市における相談支援体制について 

（第４回委員会） 

令和 2 年 12 月 10 日(木) 

午後 6 時 30 分から 

午後 8 時 30 分まで 

・第３回委員会後の提出意見について（報告） 

・児童通所サービスについて 

・調布市子ども発達センターの「児童発達支援センター」への移行につ

いて 

・地域生活支援事業について 

・その他成果目標について 

・「第６期調布市障害福祉計画・第２期調布市障害児福祉計画」（素案）

について 

・パブリック・コメント手続の実施について 

（第 5 回委員会） 

令和 3 年 2 月 4 日(木) 

午後 6 時 30 分から 

午後 8 時 30 分まで 

（予定） 

・パブリック・コメント手続の結果について 

・次期「調布市障害者総合計画」（案）について 
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(4) 令和元年度調布市民福祉ニーズ調査 実施概要 

 

（結果は別途「調布市民福祉ニーズ調査報告書」としてまとめています。） 

 

① アンケート調査 

○ 調査方法  郵送配布Ü郵送回収（督促礼状１回送付） 

○ 調査時期  令和元年 10 月 11 日（木）～10 月 28 日（月） 

○ 調査の一覧 

調査名 
調査対象者 回収率 

調査対象範囲 調査人数 有効回収数 有効回収率 

調査１ 
調布市民の福祉意識と地

域生活に関する調査 
18 歳以上の市民 2,000 人 835 41.8% 

調査２ 
高齢者の生きがいと地域

生活に関する調査 
65 歳以上の市民 2,000 人 1,273 63.7% 

調査３ 

障害のある市民の地域生

活に関する調査 

（18 歳以上） 

①身体障害者手帳 

所持者（65 歳以上） 
400 人 221 55.3% 

②身体障害者手帳 

所持者（64 歳以下） 
400 人 250 62.5% 

③愛の手帳所持者 300 人 172 57.3% 

④精神障害者保健福祉 

手帳所持者 
400 人 203 50.8% 

⑤難病患者 300 人 173 57.7% 

調査４ 

障害のある市民の地域生

活に関する調査 

（18 歳未満） 

障害者手帳（身体，知

的，精神）所持者，児

童福祉通所受給者証をお

持ちの方 

200 人 115 57.5% 

合  計 6,000 人 3,247 54.0% 

 

② 住民懇談会 

○ 実施時期   令和元年 9 月～11 月 

○ 参加対象者  調布市に在住，在勤，通学している方 

○ 参加者数   57 人（計 6 回） 

○ テーマ   ・今ある地域交流拠点（内容，課題） 

・これからの地域交流拠点（あるとよい拠点，活用できる地域資源） 

 

③ 専門職懇談会 

○ 実施時期   令和 2 年 1 月 24 日 
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○ 参加対象者  調布市内の相談支援機関の職員 

○ テーマ   ・相談機関同士・行政と連携を図る場合の課題 

・包括的な相談支援体制の構築に向けた課題 

 

 

(5) 調布市障害者地域自立支援協議会からの意見具申 

 

○ 提出日  令和 2 年 9 月 24 日（第２回委員会） 

○ 意見具申の骨格 

 

１ 重要課題（これまで地域課題として採択し議論してきた課題） 

① 医療的ケアの必要な障害児･者の支援を計画的に進めることが必要 

② ヘルパー事業所に向けて，障害特性や障害福祉サービスの理解を求めるアプローチ 

が必要 

③ 障害のある人が高齢になっても地域で住み続けるための福祉サービスが必要 

④ 相談支援事業所における災害時の取組の強化が必要 

⑤ 障害理解の促進・普及啓発を行っていく為の仕組み作りが必要 

 

２ その他の課題（地域課題として認識しており，今後検討すべき課題） 

① 高齢化に対応できる準備が必要 

② 高齢化による体力低下の予防が必要 

 

３ その他 

① 策定過程で当事者や団体等の意見を聴く場の設定。 

 

 

(6) 調布地域精神保健福祉ネットワーク連絡会からの意見具申 

 

○ 提出日  令和 2 年 10 月 15 日（第３回委員会） 

○ 意見具申の骨格 

 

１ 重要課題（これまでの議論から地域課題として認識した課題） 

① 精神障害者が地域で生活していくためのサービスの充実が必要です。 

② ひきこもり支援の充実を図る必要があります。 
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(7) パブリック・コメント手続 実施概要（予定） 

○ 実施期間 

令和 2 年 12 月 21 日（月）から令和 3 年 1 月 22 日（金）まで 

○ 実施場所 

障害福祉課，子ども発達センター，公文書資料室，神代出張所，文化会館たづくりみんな

の広場，市民活動支援センター，各図書館，各公民館，各地域福祉センター，教育会館，障

害者相談支援事業所（ドルチェ，ちょうふだぞう，希望ヶ丘），調布市こころの健康支援セン

ター，調布市希望の家，調布市知的障害者援護施設なごみ 

○ 意見提出件数  ●件（●人） 
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 資料３  計画に係る根拠法令 

 

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

（平成 17 年法律第 123 号） 

（市町村障害福祉計画）  

第 88 条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づ

く業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）を定めるものとする。  

２ 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項  

二 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの

必要な量の見込み  

三 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項  

３ 市町村障害福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定める

よう努めるものとする。  

一 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必

要な見込量の確保のための方策  

二 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援及び同項第三号

の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業

リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項  

４～１１（略） 

 

(2) 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号） 

第 33 条の 20 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確

保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害児福祉

計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項 

二 各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量 

３ 市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定め

るよう努めるものとする。 

一 前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のため

の方策 

二 前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機

関その他の関係機関との連携に関する事項 

４～１２（略） 


